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○大東市教育委員会傍聴規則 

平成１７年３月８日 

教委規則第１号 

大東市教育委員会傍聴人規則（昭和３１年教委規則第２号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、大東市教育委員会の会議（以下「会議」という。）の傍聴について、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（傍聴の手続） 

第２条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻の１時間前から３０分前の間に、

傍聴許可申請書（様式第１号）を大東市教育委員会（以下「委員会」という。）に提出

し、傍聴許可証（様式第２号）の交付を受けなければならない。 

２ 傍聴人の数は、教育長が定める数を限度とし、傍聴の申請者の数がその数を超える場

合は、抽選により傍聴許可証の交付を受ける者を決定する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認める者は、会議を傍聴する

ことができる。 

（傍聴することができない者） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

(1) 凶器その他危険なものを携帯している者 

(2) 酒気を帯びていると認められる者 

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりその他これらに類するものを携帯

している者 

(4) 録音機、ビデオカメラ、写真機その他これらに類するものを携帯している者 

(5) 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他楽器等を携帯している者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が会議を妨害し又は他人に迷惑を及ぼすおそれ

があると認める者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第４条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 議事に批評を加え又は公然と賛否を表明しないこと。 

(2) 私語、談話、拍手等をし、又は騒ぎ立てないこと。 

(3) みだりに席を離れないこと。 
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(4) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(5) 携帯電話等音声を発する機器については、使用できないよう電源を切ること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為

をしないこと。 

（撮影、録音等の禁止） 

第５条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。 

２ 第３条及び前項の規定にかかわらず、報道関係者であって事前に教育長の許可を得た

者については、撮影、録音等をすることができる。 

（非公開の議事等の扱い） 

第６条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４

条第７項ただし書の規定に基づき、会議を公開しないことを議決したときは、教育長は、

傍聴人及び教育長が指定する者以外の者に退場を命ずることができる。 

（違反に対する措置） 

第７条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長はこれを制止し、又は退場を命ずる

ことができる。 

（傍聴の禁止及び退場） 

第８条 教育長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなけれ

ばならない。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に

諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成１７年３月８日から施行する。 

附 則（平成２７年教委規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定に基づき引

き続き在職する間は、第１条の規定による改正後の大東市教育委員会会議規則、第２条
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の規定による改正後の大東市教育委員会傍聴規則、第３条の規定による改正後の大東市

教育委員会事務局組織規則第１条、第４条の規定による改正後の大東市教育委員会教育

長に対する事務委任規則、第７条の規定による改正後の大東市教育委員会公告式規則、

第８条の規定による改正後の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職

員を定める規則、第９条の規定による改正後の大東市教育委員会公印規則別表第５項及

び第１０条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局職員職名規則の規定並びに第

１１条の規定は適用せず、第１条の規定による改正前の大東市教育委員会会議規則、第

２条の規定による改正前の大東市教育委員会傍聴規則、第３条の規定による改正前の大

東市教育委員会事務局組織規則第１条、第４条の規定による改正前の大東市教育委員会

教育長に対する事務委任規則、第７条の規定による改正前の大東市教育委員会公告式規

則、第８条の規定による改正前の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務

局職員を定める規則、第９条の規定による改正前の大東市教育委員会公印規則別表第５

項、第１０条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局職員職名規則及び第１１条

の規定による廃止前の大東市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、

なおその効力を有する。 

附 則（令和６年教委規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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